










はじめに

　乳幼児の健全育成をめざして各期に乳幼児健診が実施され,幼児期は昭和 36

年より 3 才児健診が定期化されている。1 才から 3 才までの間の健診は各自治

体ばらばらであったが,昭和 52 年度に国は市町村が実施主体となった 1才 6か

月児健診を勧奨した。

　当市では乳児健診(3～4 ケ月,9～10 ケ月,委託健診),12 ケ月児健診,2 才児歯

科健診(保健所と協力)を実施してきたが,昭和 53 年度より 12 ケ月児健診,2 才

児歯科健診を 1 才 6 か月児健診に組みかえることにした。昭和 52 年度はモデ

ル地区において 1才 6か月児健診を実施し当市における 1才 6か月児健診の実

施方法,問題点等を検討してきた。


